
 

「避難の権利」集会 in郡山 
３・１１の事敀以降、 

低線量被曝のリスクを、 

否応なく背負わされてしまったわたしたち…。 

これから、「予防原則」の考え方に基づいて、 

どのような対策をとり、 

国や東電や行政に対しては、 

どのような要求を出していくべきなのか、 

法律的な観点から学び、 

参加者同士で話し合ってみませんか。 

自主避難、除染作業、賠償請求など、 

誰もが抱える不安や疑問を、共に考えましょう。 

講師：福田健治弁護士 

 

 

 日時：２０１１年８月２日(火)１８時半～２１時 

 会場：福島県教職員組合郡山支部 

福島県郡山市桑野２丁目３３−９ 

 参加費：無料 

 お問い合わせ先： 

０９０－３９２２－７２６０ 

（ひとみ） 
第二東京弁護士会所属 

特定非営利法人メコン・ウォッチ

副代表理事 

東京駿河台法律事務所 

◇◆主催◆◇ 

子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク http://kofdomofukushima.at.webry.info/ 

福島老朽原発を考える会（フクロウの会）http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/ 

国際環境ＮＧＯ FoE Japan http://www.foejapan.org/ 

ハーメルンプロジェクト http://neverlandanjel.blog.fc2.com/ 

わたしたちが置かれている状況と守られるべき権利を知ろう！ 


